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所⾒

• WELL 9 で検出された PFOA濃度が最
も⾼い（排⽔流出⼝）
• 敷地外の地表⽔、市道が接する側
溝のWELL 10 では306 ppb が検出さ
れた。
• ⼯場敷地南⻄部は地下⽔全体のう
ちで最⾼の濃度 (WELL1の1200 ppb) 
• クロロカーボンなど、過去の情報
に⼀致する他の成分も検出された。
• アクティヴな⽔の汲み上げにより、
敷地外への地下⽔の移動は最⼩限に
抑えられそうだ。

※C-8はPFOAの意味
1ppbは1000ng/mLにあたる。

⻑沼訳

※これらの資料はいずれも本邦において新聞報道、⼀般書籍に
よる出版が多数⾏われており、すでに⾮公知性を失っている。

2002年8⽉5-7⽇にサンプリングした旨の記載がある。
FC143はPFOAの意。単位はμg/Lである（1μg/L=1ppb=1,000ng/L)

・これによると、敷地北側排⽔⼝（三保⾬⽔ポンプ場側）のWELL 9で
1,540,000 ng/L 検出（現⾏⽬標値50ng/Lの3万倍超）とある
・WELL 10は添付⽂書によれば敷地外の側溝であり、306ppbすなわち
306,000ng/L（現⾏⽬標値の6000倍超）の検出である。

参考までに2023年11⽉に静岡市が⾬⽔ポンプ場で検出した最⾼値は
11,000ng/L（現⾏⽬標値の220倍）である。

PFOAの使⽤を取りやめて10年経過した現在も、周辺地域から⾼濃度
で検出されていることから、三井ケマーズフロロプロダクツの前⾝で
あるDupont社は過去に⾼濃度のPFASを清⽔⼯場の敷地外に流出させ
ていた可能性が⾼い。
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最⼩値   中央値      最⼤値  時期   サンプル数  1000PPB超

2000年の清⽔⼯場従業員のPFOA⾎中濃度は、サンプル数が少
ないものの、⽇本円で1000億円の多額の賠償⾦の⽀払いと
なったウエストヴァージニア州パーカーズバーグのワシント
ン⼯場よりも⾼い傾向、中央値で数倍となっている。
単位はいずれもppb (質量10億分率)であり、ng/mlに同じ

2000年に清⽔⼯場で⾼濃度で検出
された従業員の⾎中濃度は2008年
時点でも依然として⾼濃度である。
PFOAの⽣体内半減期は数年程度
であり、これらのデータは体外に
排出されたり体内で分解されたり
するのに⻑期間かかることを裏付
けている。

単位はいずれもppb (質量10億分率)、ng/mlに同じ

2010年時点での清⽔⼯場従業員24名のPFOA⾎中濃度はパーカーズバーグ・
ワシントン⼯場の従業員と⽐べても数倍程度であり、欧州や⽶国内の他の
⼯場と⽐較しても突出して⾼い傾向にある。
特に、Administration（管理職）やOutside Exposure Groups（⾮暴露群）等
の５名、直接にPFOA取り扱う作業員でないグループからも⾼濃度のPFOA
が検出されていることは、当時のPFOA暴露の深刻さがうかがえる。

PFOA暴露によって疫学的影響が出るおそれがあるとされている⾎中濃度は、
⽶国ではPFOA,PFOS合算値で20ng/mL 超
ドイツでPFOA、PFOSそれぞれ10ng/ml 超

当時の清⽔⼯場の⽣産部⾨従業員の⾎中濃度は現⾏の⽶国における基準値
の123倍程度(中央値)。最⼤値では337倍程度である
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【IARC発表⽂ 要旨】
WHO専⾨機関であるIARCは2023年11⽉30⽇、PFOAは
ヒトに対して発がん性がある(グループ 1)、PFOS はヒ
トに対して発がん性がある可能性がある(グループ
2B) に分類する評価を⾏なったと発表した。
PFOAは、
・実験動物における発がんの⼗分な証拠。
・曝露されたヒトにおける「エピジェネティックな
変化および免疫抑制」に強⼒な機構的証拠。
よって、PFOA はヒトに対して発がん性がある（グ
ループ１）。
ヒトの（腎細胞がん及び精巣がん）に関する証拠は
限られている。
ヒト初代細胞および実験系においては（エピジェネ
ティックな変化および免疫抑制、ならびに発がん物
質の他のいくつかの重要な特性について）に強⼒な
機構的証拠。

京都⼤学⼤学院医学研究科
原⽥浩⼆准教授(環境衛⽣学)に聞き取り（2024年3⽉1⽇）

聞き⼿：⻑沼

Q IARCでPFOAの発がん性が認められたことについて、
「エピジェネティックな変化、および免疫抑制に関する強
⼒な機構的証拠」とは？
A エピジェネティックな変化とは病気の⼿前の、細胞や遺
伝⼦の変化のこと。⾎液中のPFOA濃度の⾼い⼈たちは遺伝
⼦の調節が変化していることが確認されたということ。免
疫抑制というのは、⾎液中にあるワクチンで誘発されるは
ずの抗体が少なくなったということ。

Q 環境省などが、知⾒が⼗分でないとしていることにつ
いては？
A 新しい評価に関して「⼗分でない」「何⼀つ賛同できな
い」。それは科学的にありうるのだろうか。2022年、2023
年のアメリカ、欧州の評価は最終的には疫学研究を使うが、
新しい動物実験も考慮している。（政府評価の専⾨家にお
いては）時間があまりなかったのか、⼀つ⼀つ研究を⾒て
吟味して⾏った⾒解ではない。
発がん性についても⼀部の「統計上の有意差がなかった」
疫学調査をもとに「限定的」としているが、医学研究の進
歩をもとにしたメカニズムを含めた総合的に評価する視点
を⽋いている。

Q 静岡市の対応についてはどう考えるか。
A 積極的に調査している。静岡市は頑張っている。国の法
的な位置付けが弱いため、企業との協⼒関係を作ることが
⼀番重要。⾏政が⼯場の外側で調査を⾏う、それにより影
響がないというのが確認できれば⾵評被害はなくなる。消
極的ではなく、積極的に調査をすることで、それが市⺠に
信頼感を与えることになる。

保健所の判断で実施が可能な事業

地域保健法 第七条
保健所は、前条に定めるもののほ
か、地域住⺠の健康の保持及び増
進を図るため必要があるときは、
次に掲げる事業を⾏うことができ
る。
⼀ 所管区域に係る地域保健に関
する情報を収集し、整理し、及び
活⽤すること。
⼆ 所管区域に係る地域保健に関
する調査及び研究を⾏うこと。
三 ⻭科疾患その他厚⽣労働⼤⾂
の指定する疾病の治療を⾏うこと。
四 試験及び検査を⾏い、並びに
医師、⻭科医師、薬剤師その他の
者に試験及び検査に関する施設を
利⽤させること。

■静岡市が⾃らの裁量で保健所によ
る疫学的調査をすることは可能。⻑
期毒性を有するおそれから第１種特
定化学物質となっている PFOAにつ
いて、過去に多量に環境中に拡散し
ていたと信ずるに⾜る合理的な理由
は⼗分にあり、「調査・研究」を
「地域住⺠の健康の保持及び増進を
図るため必要」と判断するのが妥当
ではないか。
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